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梅雨があがると果菜類は収穫最盛期になりトマト、キューリ、ナス、ピーマン等は毎日収

穫が出来ます。こまめに市民農園に来て収穫をして下さい。 
７月は野菜の管理が一番大切な時期です。梅雨の長雨で土の中の根は弱っています。少し

多めの芽かき剪定を行って下さい。肥料は追肥の時期です。１㎡当たり３０～５０ｇの化

成肥料を入れて下さい。 
水やり方法は中途半端なかけかたは表面が一時的に濡れるだけです。余程乾燥がひどい時

でない限り水かけはしない方が良いでしょう。水かけをする時はたっぷりとかけて下さい。 
ニンジンは種まきの時期になります。又長ネギの植え付けもできます。病虫害も多く発生

します。こまめに管理して下さい。 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ナス、ピーマン、オクラは収穫の一番多い時期ですが高温日照が続くと株が弱って、生育がにぶ

ります。   

生育のにぶった株は少し強めの剪定をして夏を過ごさせましょう。９月に入ると生育が大盛になり

栽培の仕方によっては１１月まで収穫が出来ます。８月の中、下旬に追肥をして下さい。    

〔追肥は化学肥料で１㎡当たり３０～５０ｇ〕 キューリ、トマト、（ミニトマトは別）スイカ、かぼちゃ等は

中～下旬で終わりです。 

秋、冬野菜の播種、植え付けの準備をしましょう。野菜くずをきれいに片付けて耕しましょう。春に

石灰、苦土石灰を施した菜園は、今度は入れなくても良いでしょう。堆肥や腐葉土をたくさん入れ

て有機肥料〔鶏フン、牛フン、油粕等〕入れて深く耕してください。有機肥料を施した菜園はガスが

出ますので２０日位は播種、植え付けは出来ません。秋、冬野菜の播種は９月に入ってからです。 
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暑さ寒さも彼岸までといい９月に入ると野菜の生育に適した時期です。秋、冬野菜の播種、植付け

には一番良い時期です。多くの野菜の播種が出来ます。白菜、大根、ホーレン草、春菊、カブ等

たくさんあり好きな野菜 を選んで播種して下さい。白菜は９、１０月までに播種して下さい。時期が

遅れると結球しない物も出来ます。 
秋ジャガも芽出しをして９月上旬までに植付けしましょう。大根、カブは正月用なら９月の播種で良

いでしょう。 

キャベツ、ブロッコリー、レタス等は苗での植付けをお勧めします。播種した野菜は二葉がでたら

密植になっている所は間引きして下さい。その後も葉が込み合ったら生育の悪い苗から間引きし

それぞれの野菜に合った株間にして育てましょう。病虫害はネキリ虫、ヨトウ虫の発生が多いでしょ

う。捕殺するか農薬の散布で防除しましょう。 
 

 

  

 
 

 

野菜の管理は順調ですか？お隣が草だらけで・・・と困っている方はいないでしょうか？ 

頑張って野菜を作ろうと思っていたのにいつの間にか草だらけ。もうやめようかと悩んでいる方は

いませんか？そんな方に吉報！ お気軽にスタッフまでご相談下さい。 

  

☆市民農園整備料☆ 

            管理機使用〔耕起、草取り含〕   ３０㎡  ６，０００円 

                                   １５㎡  ３，０００円 

 

                      〔耕起、草取り無〕   ３０㎡  ３，０００円                      

                                            １５㎡  ２，０００円 

 

※ 農園教室開催 
                   日 時 ： ９月６日（日）  １０時開始  「時間厳守！」 

                             【 予 備 日 ： ９/13 】 

                   内 容 ： 秋 野 菜 の 種 ま き 

 

※ にんじんよりお知らせ 
 

ジャガ芋 の 種イモ販売します！ 
 

期 間 ：  ８月２９日〔土〕 ～ ９月６日〔日〕 

品 種 ：  出  島   

価 格 ：  未  定  
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■ 畑の管理について 

雑草が茂ると隣の区画の方の迷惑になります。 

場合によっては解約させていただくこともありますので、 

畑の管理は責任を持ってお願いします。 

 

■ ごみの不法投棄について 

最近、市民農園内でごみの不法投棄が頻発しています。 

現場を目撃された方はお手数ですが、職員までお知らせください。 

 

■ 通路などの共用部分について 

通路などの共用部分に支柱等の資材や撤去した野菜くずを置くと、 

草刈機での除草の際に障害となりますので 

共用部分には物を置かないようにしてください。 

 

■ 道具の返却について 

使用した道具は洗ってから返却お願いします。 

■ 駐車について 

車は駐車場にとめて、作業してください。 

 

どうぞよろしくお願いいたします 
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